
（介護予防）短期入所生活介護事業  重重  要要  事事  項項  のの  概概  要要  
 
１．事業所名      ショートステイ CHIAKIほおずき姫路津田 
 
 
２．介護保険事業所番号 ２８７４００２８１５ 
 
 
３．事業所所在地    兵庫県姫路市飾磨区今在家北 1丁目８ 
 
 
４．指定（更新）年月日 介護給付  ：令和 4年 6月 15日 
            介護予防給付：令和 6年 4月  1日 
 
 
５．電話番号      ０７９－２３４－０６４２ 
 
 
６．利用定員      ２０名（１日の利用定員） 
 
 
７．サービスを提供する通常の地域  姫路市（安富町・林田町・夢前町・香寺町・家島町除く） 
 
 
８．営業日及び受付時間 

営 業 日  年中無休 
受付時間 午前 9時 00分～午後 5時 00分 

 
 
９．管理者名      松 原 聖 知 
 
 
10．事業所の基本職員体制 

職種 勤務の内容 勤務形態 

施設長（管理者） 業務の一元的な管理 １名 

医 師 健康管理及び療養上の指導 １名 

生活相談員 生活相談及び指導 １名 

介護職員 介護業務 ５名 

看護職員 
ご利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管理等

の業務を行います。 
１名 

機能訓練指導員 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。 １名 

栄養士 適切な栄養管理を行います １名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11．サービスの特徴 

 ショートステイＣＨＩＡＫＩほおずき姫路津田は家庭的でこじんまりした生活空間で、ケアを
受けながら、出来るだけ、自立して生活する為の『家』です。 
事業所の運営にあったては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサー
ビスの提供を心がけます。 

 
 
12．利用についての留意事項 
（1）要介護度認定の判定結果が、要支援１から要介護５のいずれかであることが必要です。 
（2）要介護度認定等の申請が行われていない場合は、説明を行い必要な援助を行います。 

 
 
13．サービスについての苦情 
(1)苦情の窓口  (受付時間 9：00～17：00） 

窓口担当者 松 原 聖 知 079-234-0642 受付時間 9：00～17：00 

(2)その他の苦情窓口 

姫路市役所 介護保険課 079-221-2923 受付時間 8：35～17：25 

中播磨介護保険センター 
(中播磨健康福祉事務所) 079-281-9768 受付時間 9：00～17：30 

兵庫県国民健康保険団体連合会 078-332-5617 受付時間 9：00～17：15 

兵庫県介護保険審査会事務局 078-341-7711 受付時間 8：45～18：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14．利用料金 

(1) 介護保険サービス(１日あたり） 

 ①１日あたりのサービス利用料金〈介護保険給付対象サービス〉  
１割負担 2 割負担 3 割負担 

負担割合 

基 

本 

料 

金 

１
人
部
屋
の
場
合 

〈
従
来
型
個
室
の
場
合
〉 

要支援１（介護予防） ４８８円 ９７５円 １，４６２円 

要支援２（介護予防） ６０７円 １，２１３円 １，８１９円 

要介護度１ ６５６円 １，３１２円 １，９６８円 

要介護度２ ７２８円 １，４５５円 ２，１８２円 

要介護度３ ８０１円 １，６０１円 ２，４０１円 

要介護度４ ８７１円 １，７４１円 ２，６１２円 

要介護度５ ９４２円 １，８８４円 ２，８２６円 

２
人
・
３
人
・
４
人
部
屋
の
場
合 

〈
多
床
室
の
場
合
〉 

要支援１（介護予防） ４８８円 ９７５円 １，４６２円 

要支援２（介護予防） ６０７円 １，２１３円 １，８１９円 

要介護度１ ６５６円 １，３１２円 １，９６８円 

要介護度２ ７２８円 １，４５５円 ２，１８２円 

要介護度３ ８０１円 １，６０１円 ２，４０１円 

要介護度４ ８７１円 １，７４１円 ２，６１２円 

要介護度５ ９４２円 １，８８４円 ２，８２６円 

 生活相談員配置等加算 １４円 ２７円 ４０円 

 
生活機能向上

連携加算 

(Ⅰ) ３月に１回 １０２円 ２０４円 ３０６円 

 
(Ⅱ) 

 ２０４円 ４０７円 ６１１円 

 個別機能訓練加算算定 １０２円 ２０４円 ３０６円 

 専従の機能訓練指導員を配置  １３円 ２５円 ３７円 

 個別機能訓練加算   ５７円 １１４円 １７１円 

〇 

看護支援体制加算 

（Ⅰ）（介護給付） ４円 ８円 １２円 

〇 （Ⅱ）（介護給付） ９円 １７円 ２５円 

 （Ⅲ）（介護給付） １３円 ２５円 ３７円 

 （Ⅳ）（介護給付） ２４円 ４７円 ７０円 

〇 医療連携強化加算   ５９円 １１８円 １７７円 

 看取り連携体制加算 ６５円 １３０円 １９５円 

〇 

夜間職員配置加算 

（Ⅰ） １４円 ２７円 ４０円 

 （Ⅱ）  １９円 ３７円 ５５円 

 （Ⅲ） １６円 ３１円 ４６円 

 （Ⅳ） ２１円 ４１円 ６１円 

 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０４円 ４０７円 ６１１円 

〇 若年性認知症利用者受入加算  １２２円 ２４４円 ３６６円 

〇 送迎加算（片道） １８８円 ３７５円 ５６２円 

〇 緊急短期受入加算 ※7日を  ９１円 １８３円 ２７５円 

 口腔連携強化加算 ５１円 １０２円 １５３円 

 療養食加算（１日につき３回を限度） ９円 １７円 ２５円 

 在宅中重度者受入加算 1 ４２９円 ８５７円 １，２８５円 

 在宅中重度者受入加算 2 ４２４円 ８４８円 １，２７２円 

 在宅中重度者受入加算 3 ４２０円 ８４０円 １，２６０円 

 在宅中重度者受入加算 4 ４３３円 ８６５円 １，２９７円 

 認知症専門ケア加算

  

Ⅰ ３円 ６円 ９円 

 Ⅱ ４円 ８円 １２円 

 生産性向上推進体制加算

（１月） 

Ⅰ １０２円 ２０４円 ３０６円 

 Ⅱ １１円 ２２円 ３１円 

○ 

サービス提供体制強化加算  

（Ⅰ）  ２３円 ４５円 ６７円 

 （Ⅱ） １９円 ３７円 ５５円 

 （Ⅲ） ７円 １３円 １９円 

○ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 利用合計額に１４．０％相当 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 利用合計額に１３．６％相当 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 利用合計額に１１．３％相当 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 利用合計額に ９．０％相当 

 
＊利用限度日数を超えて、ご利用になられる場合は、費用の全額が実費負担になります。 
※介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。 

 
(2)実費負担 

《滞在費》 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 左記以外の方基準費用

額 １人部屋 ３８０円／１日 ４８０円／１日 ８８０円／１日 ８８０円／１日 １，２３１円／１日 

２・３・４人部屋 ０円／１日 ４３０円／１日 ４３０円／１日 ４３０円／１日 ９１５円／１日 

《食 費》 
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 左記以外の方 

３００円／１日 ６００円／１日 １，０００円／１日 １，３００円 １，６００円／１日 

朝食２７０円、昼食５８０円、夕食６００円、おやつ飲料代１５０円 

特別室費用 １人部屋２，０００円/１日  

喫茶代 １００円/1回 

《送迎費用》 通常の事業実施地域を越えた送迎の場合は、１kmあたり３０円 

テレビ賃借料 ２００円/１日 ２人・３人・４人部屋でご利用される場合 

レクリエーション 実費（材料が必要な場合は事前にお知らせします） 

理美容代 カットのみ１，９００円 毛染め２，９００円 パーマ４，３００円他 

 

 

15．提供するサービスの第三者評価の実施状況にについて 

実施の有無 有  ・  無 

 

  


